
和牛日本一鹿児島応援店登録要領 

 

第１ 趣旨 

   鹿児島県産和牛（以下「県産和牛」という。）を積極的に活用している飲食店等を「和

牛日本一鹿児島応援店」（以下「応援店」という。）として登録することで、県産和牛の

認知度向上及び消費拡大につなげることを目的に実施するものである。 

 

第２ 定義 

   県産和牛は食品表示法第 18条により、鹿児島県または鹿児島県内の市町村を原産地

として表示していること。 

 

第３ 登録対象 

   県内において営業している飲食店、ホテル・旅館、量販店・直売所、精肉店等とする。 

 

第４ 登録条件 

   次のすべての条件を満たすこと。 

１ 食品衛生法や食品表示法、牛トレーサビリティ法等関連法令を遵守していること。 

２ 県産和牛の認知度向上及び消費拡大に努めていただけること。 

３ 県産和牛をいつでも提供できるようにしていただいていること。（仕入れ時期や仕

入れ先の取引条件などやむを得ない場合を除きます。） 

４ 県産和牛を取り扱っていることを、メニューやＰＯＰ、または登録後に県が提供す

るポスターやのぼり等により表示いただけること。 

５ 申請書記載内容の公開（ＨＰ掲載、マスコミ等へ紹介等）に承諾いただき、県が実

施するアンケート調査等に協力いただけること。 

 

第５ 登録申請 

   応援店の登録を希望する者は、「和牛日本一鹿児島応援店登録申請書」（別紙様式１）

に必要事項を記載の上、県に提出するものとする。 

 

第６ 申請期間 

   申請受付は、年間を通して随時行うものとする。 

 

第７ 登録 

   県は受理した申請書の内容を確認し、申請者に結果を通知するとともに、登録条件を

満たす申請者を取扱店として登録するものとする。 

   登録は年４回行うものとする。（４月登録：１～３月申請分、７月登録：４～６月申

請分、10月登録：７～９月申請分、１月登録：10～12 月申請分） 



 

第８ 登録証の交付 

   県は応援店に対し、登録証を交付する。 

   なお、登録の取消し、辞退があった場合は、速やかに登録証を返還するものとする。 

 

第９ 申請内容の変更 

   申請内容に変更が生じた場合、応援店は速やかに「和牛日本一鹿児島応援店変更登録

申請書」（別紙様式２）を県に提出するものとする。 

 

第１０ 登録期間 

    登録期間は登録日から１年間とする。 

 

第１１ 登録の更新 

    登録を更新する場合は、登録期間満了日までに、「和牛日本一鹿児島応援店登録更

新申請書」（別紙様式３）に必要事項を記入の上、県に提出するものとする。 

 

第１２ 登録の辞退 

    第３に合致しなくなった場合又は登録の継続更新を希望しない場合、応援店は「和

牛日本一鹿児島応援店登録辞退届出書」（別紙様式４）を県に提出するものとする。 

 

第１３ 登録の取消し 

    申請書の記載内容に虚偽があった場合、応援店に法令違反等があった場合、営業の

状況等が確認できない場合、又は「和牛日本一鹿児島応援店登録更新申請書」（別紙

様式３）の提出がない場合は、県は当該店の登録を取り消すことができる。 

 

第１４ 現地確認 

    県は、必要に応じて現地確認を行うことができるものとする。 

 

第１５ 責任及び情報管理 

    県は応援店の設置・経営に係る債務または賠償、第三者が応援店の情報を利用した

ことによるトラブル等については、店舗側において必要な措置を講じ解決するもの

とし、一切の関与及び責任を負うことはできない。 

 

第１６ 応援店の広報 

    県は、県のホームページや広報誌等で推進店を広報するほか、マスコミ等に紹介す

るものとする。 

 



附則 

 この要領は、令和６年７月 30 日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

附則 

 この要領は、令和８年５月 18 日から施行する。 







（別紙様式３） 

 

令和  年  月  日 

 

畜産振興課長 様 

 

 

和牛日本一鹿児島応援店登録更新申請書 

 

 

 このことについて、和牛日本一鹿児島応援店登録要領第11の規定に基づき、下記の

とおり申請します。 

 

記 

 

１ 店 舗 名： 

 

 

２ 登録番号： 

 

 

３ 登録内容の変更： □ あり 、 □ なし 

  ※ 登録内容の変更がある場合は、「和牛日本一鹿児島応援店変更登録申請書」（別 

紙様式２）を添付してください。 

 

４ 確認事項（下記について、全て確認の上、チェックを付けてください。）： 

 □ 食品衛生法や食品表示法、牛トレーサビリティ法等関連法令を遵守している。 

 □ 県ホームページ「食品表示法等の法令遵守の徹底について」を確認した。 

   http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/hyozi/hyoujihou

/chuuikannki.html 

 □ 県産和牛の認知度向上及び消費拡大に努めていただける。 

 □ 県産和牛をいつでも提供できるようにしていただいている。 

（仕入れ時期や仕入れ先の取引条件などやむを得ない場合を除きます。） 

 □ 県産和牛を取り扱っていることを、メニューやＰＯＰ、または登録後に県が提

供するポスターやのぼり等により表示いただける。 

 □ 申請書記載内容の公開（ＨＰ掲載、マスコミ等へ紹介等）を承諾いただき、県

が実施するアンケート調査等に協力いただける。 

 

５ 担当者連絡先（全ての項目を記入してください。） 
 

担当者名  電話番号  

E-mail  

http://www.pref.kagoshima.jp/ag04/kurashi-kankyo/syoku/hyozi/hyoujihou



